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行政文書不開示決定通知耆

"炉一一 ＝ 甲

山中理司 様 召
的
ｑ
ｑ
４
・

両
Ｆ
ｒ
卜
帥
‐

国税庁長官住澤整

令和5年7月13日にされた行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関

する法律（平成11年法律第42号）第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないこと

と決定しましたので通知します。

記

税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書（平成14年

6月6日付） 、及び当該確認書の作成経緯が書いてある文書
行政文書の名称

開示請求に係る行政文書は、作成若しくは取得していないか又は作成若

しくは取得していたとしても既に廃棄されていることから、不開示としま

した。

不開示とした理由

長官官房総務課情報公開・個人情報保護室

電話03-3581-4161 内線3499
担 当 課

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、 この決定があったことを知った

日の翌日から起算して3か月以内に国税庁長官に対して、審査請求をすることができます（なお、

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起

算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。 ） 。

また、 この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法の規定により、 この

決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として（訴訟において

国を代表する者は法務大臣となります。 ） 、処分の取消しの訴えを提起することができます（な

お、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日か

ら起算して1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 ） 。


